
※命を守るために、早めの避難を心掛けましょう。 

身障協会事務局通信〔第２９６号〕 

                                     令和３年５月３０日 

１ 第５３回岐阜県身体障害者青壮年部大会  ＜担当：岡田＞ 

 今年度の青壮年部大会は、下記のとおり開催いたします。 

 本来であれば、県下の身体障害者青壮年の皆さんにご参集いただき、盛大に開催させていただくところで 

すが、新型コロナウイルス感染症の収束が見えないことから、感染予防を第一に、ライブ配信を主に開催と 

することにいたします。何卒、ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

 なお、更に感染が拡大した時は、中止する場合があります。 

  ・日  時  令和３年７月１８日（日） １０時より （１時間程度を予定） 

  ・開催方法  ライブ発信を併用した開催 ※事前申込み必要 

  ・場  所  大垣市情報工房 大垣市小野４丁目３５番地１０ 

  ・内   容  式典 （青壮年部長挨拶、当協会会長激励のことば、意見発表、宣言文採択） 

  ※参加希望の方は、事前に事務局にお申し込み下さい。ライブ参加の方には、大会 1週間前に接続方法 

  等、メールにてお知らせいたします。 

 

２ 芸術・文化事業のご案内  ＜担当：山田、柴＞ 

 ◆絵画教室（岐阜Ａブロック） 

  ・７月 ３日（土）１３：３０～１５：００ ぎふメディアコスモス 踊るスタジオ 

    （岐阜市司町 40番地 5 TEL 058-265-4101）  

  ※募集については、開催１ヶ月前に開催ブロック各所へご案内します。 

   なお、新型コロナ対策として参加人数を制限して開催しますが、状況により中止する場合があります。 

 

３ 災害対策基本法の改正について   

 災害対策基本法の一部改正（令和３年５月２０日施行）を踏まえ、住民避難対策等が強化されました。 

 これまでは、５段階の警戒レベルのうち、「避難勧告」と「避難指示」の２本立てとなっていた警戒レベル 

４は避難勧告が廃止され「避難指示」に一本化されました。 

 新たな避難指示はこれまでの避難勧告のタイミングで発令され、警戒レベル４で「危険な場所から全員避 

難」としています。 

 つまり、災害時の避難が必要とされている所にお住まいの方は避難指示が出されたら、この警戒レベル 4 

までに必ず安全な場所へ避難してください。 

 最も高い警戒レベル５の「緊急安全確保」はすでに災害が発生、またはひっ迫している時に発令されるも 

ので、安全な避難ができず、命が危険な状況です。 

 警戒レベル４の「避難指示」が出されたら、すぐに安全な場所への避難をお願いします。 

 また「避難準備・高齢者等避難開始」の警戒レベル３は、「高齢者等避難」に名称が変わります。避難に時 

間がかかる高齢者や障害のある人はこの警戒レベル３で危険な場所から避難してください。 

                         

                                                  



４ 今後の主な日程について  

 6月 1日(火) 巡回相談(整形外科) 13:30～15:30 美濃加茂市：美濃加茂市総合福祉会館 

   6日(日) 陸上競技         岐 阜 市：岐阜メモリアルセンター 中止 

   6日(日) フライングディスク競技 岐 阜 市：岐阜メモリアルセンター 中止 

  13日(日) 芸術教室(フラワーアレンジメント教室) 羽 島 市：羽島市福祉ふれあい会館 

  14日(月) 巡回相談(整形外科) 10:00～12:00 揖斐川町：揖斐公民館 

  20日(日) 芸術教室(書道教室) 土 岐 市：セラトピア土岐     中止 

  21日(月) 巡回相談(整形外科) 13:30～15:30 高 山 市：高山市役所保健センター 

  23日(水) 巡回相談(整形外科) 13:30～15:30 土 岐 市：ウェルフェア土岐 

  28日(月) 日本身体障害者福祉大会 東 京 都：オンライン開催 

 7月  4日(日) 青壮年部正副・ブロック長会議 岐 阜 市：ハートフルスクエア G 

   7日(水) 第２回身体障害者相談員連絡協議会委員会 岐 阜 市：県福祉農業会館 

 13日(火) 巡回相談(整形外科) 14:00～15:30 中津川市：中津川市健康福祉会館 

18日(日) 青壮年部大会 大 垣 市：大垣市情報工房 

     21日(水) 巡回相談(整形外科) 13:30～15:00 恵 那 市：岩村福祉センター 

   下 旬  正副・ブロック長会議 岐 阜 市：県福祉農業会館    予定 

 

問い合わせ・申込み先 

 一般財団法人岐阜県身体障害者福祉協会  

 〒500-8385 岐阜市下奈良２－２－１ 県福祉会館５階 

  Tel   058－201-1543 (変わりました)   Fax 058－273－9308  

  E-mail gisinsyou@human-i-land.com 

愛知・岐阜・三重 3県知事共同緊急メッセージ 

 新型コロナウイルス感染症の第４波については、強い感染力を有する変異株の猛威により感染が拡大し、

東海３県においても、入院患者数の高止まりに加えて重症患者が増加するなど、依然として医療提供体制の

厳しい状況に変わりありません。こうした中、愛知県に発令されている「緊急事態宣言」、岐阜県、三重県に

適用されている「まん延防止等重点措置」が延長され、徹底した取組を継続していかなければなりません。 

 東海３県が一体となって第４波を徹底的に抑え込んでいくため、県民・事業者の皆様には、手を緩めるこ

となく感染防止対策の徹底をお願いします。 

 県民の皆様へ  

 〇県をまたぐ移動には細心の注意を 

  ・生活の維持に必要な場合を除き、県をまたぐ移動は避けてください。特に、緊急事態措置及びまん延 

  防止等重点措置区域との往来は自粛してください。 

  ・東海３県においても、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の期間中は、生活の維持に必要な場合を 

  除き、県をまたぐ移動は控えてください。 

 ○県内での行動でも注意を 

  ・人の移動と、人と人との接触機会の抑制を図るため、生活の維持に必要な場合を除き、日中も含め、 

  外出の自粛をお願いします。出勤についても、可能な限りテレワーク・ローテーション勤務や休暇取得 

  などにより往来の抑制をお願いします。 

  ・飲食店だけでなく、路上や公園等においても、集団での飲酒やバーベキューなど感染リスクの高い行 

  動は自粛してください。 

 ○今一度、基本的な感染防止対策の徹底を 

  ・マスク着用・手洗い・手指消毒、人との距離の確保及び体調の管理など基本的な感染防止対策により 

  「感染しない、させない」を徹底してください。 

  ・会食・飲食する際は、感染対策が十分講じられたお店で、少人数・短時間で、会話をする際はマスク 

  着用の徹底をお願いします。                         2021年 5月 29日 

  ※愛知・岐阜・三重３県知事共同緊急メッセージ関係抜粋 
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